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年
末
調
整
納
付
期
限
・
提
出
期
限

年
末
調
整
の
源
泉
所
得
税
（
納
期
特
例
）
の
納
付
期
限
は

１
月
２
０
日
ま
で
で
す
。

法
定
調
書
等
（
税
務
署
）
・
給
与
支
払
い
報
告
書
等
（
市

町
村
）
の
提
出
期
限
は
１
月
３
１
日
ま
で
で
す
。

労
働
保
険
３
期
分

納
入
通
知
書
は
１
月
１
２
日
か
ら
発
送
し
ま
す
。

口
座
振
替
・
現
金
納
付
は
左
記
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。



口
座
振
替

１
月
３
１
日



現
金
納
付

１
月
３
１
日
ま
で

イ
ン
ボ
イ
ス
（適
格
請
求
書
）は
ど
う
す
れ
ば
？

1

不
動
産
の
貸
付
（
建
物
と
土
地
）
で
「
イ
ン
ボ
イ
ス

登
録
」
に
つ
い
て
取
引
先
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
民
商
に

相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

2

別
の
会
員
さ
ん
か
ら
は
「
下
請
け
業
者
へ
の
イ
ン
ボ

イ
ス
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
相
談
も
あ
り

ま
し
た
。

役
員
学
習
会
・
新
年
会

民
商
役
員
・
婦
人
部
役
員
と
合
同

で
新
年
学
習
・
新
年
会
を
行
い
ま
し

た
。学

習
会
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て
事
務
局
が
説
明
し
ま
し
た

が
、
新
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
質
疑

で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
か
け
離
れ

た
世
間
話
と
な
り
ま
し
た
。
ど
ー
に

も
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
わ
か
っ

た
ん
だ
か
？
わ
か
ら
ね
か
っ
た
ん

か
？
）

新
年
会
で
は
、
久
し
ぶ
り
に
集
ま

っ
て
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
カ
ラ
オ
ケ

も
歌
い
ま
し
た
。

婦人部１月の小物作りのご案内

 日 時 1月 17日（火）
31日（火）

午後 1時 30分～
 場 所 民商会館２F

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

共
済
金
請
求
に
つ
い
て

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
の
請
求
が
新
年
か
ら
相
次
い

で
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
（
た
ま
た
ま
民
商
ニ
ュ
ー
ス
を
み
て

と
い
う
方
も
い
ま
し
た
）

１
２
月
１
日
か
ら
コ
ロ
ナ
陽
性
に
な
っ
た
方
の
添
付
書
類

が
左
記
の
よ
う
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

「
入
院
見
舞
金
の
対
象
に
つ
い
て
」

９
月
７
日
以
降
、
療
養
期
間
は
原
則
７
日
と
な
り
ま
し
た
。（
７

日
以
上
は
添
付
書
類
が
必
要
で
す
）



入
院
さ
れ
た
方
は
「
診
断
書
」
「
入
院
証
明
書
」

「
退
院
証
明
書
」
等
が
必
要
。


保
健
所
等
か
ら
自
宅
・
宿
泊
施
設
で
の
療
養
を
勧
告
さ

れ
、
又
は
コ
ロ
ナ
感
染
を
登
録
し
た
場
合
、
そ
の
期
間
が

分
か
る
書
類
、
Ｍ
Ｙ
ー
Ｈ
Ｅ
Ｒ
ー
Ｓ
Ｙ
Ｓ
、
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
セ
ン
タ
ー
、
陽
性
者
登
録
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
登
録

画
面
、
メ
ー
ル
な
ど
の
コ
ピ
ー
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
役
員
確
認
書
の
み
で
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
）

「
安
静
加
療
見
舞
金
の
対
象
に
つ
い
て
」



陰
性
だ
が
、
感
染
者
と
の
「
濃
厚
接
触
」
な
ど
に
よ
り
、

保
健
所
等
か
ら
自
宅
待
機
な
ど
を
指
示
さ
れ
た
場
合
対

象
と
な
り
ま
す
。
（
同
居
家
族
以
外
の
場
合
、
濃
厚
接
触

と
な
っ
た
経
緯
を
「
役
員
確
認
書
」
が
必
要
）

①
の
会
員
さ
ん
へ
は
「
取

引
先
と
よ
く
相
談
し
て
み
た

ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
と
い

う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

②
の
会
員
さ
ん
は
消
費
税

申
告
が
簡
易
課
税
で
す
の

で
、
「
下
請
け
の
業
者
が
イ

ン
ボ
イ
ス
が
な
く
て
も
大
丈

夫
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
（
た
だ
し
、
下
請
け

の
業
者
が
他
の
業
者
か
ら
イ

ン
ボ
イ
ス
が
必
要
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
別
で
す
が
）

イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
す
れ
ば

免
税
業
者
だ
っ
た
方
は
、
課

税
業
者
と
な
り
、
消
費
税
申

告
を
し
、
消
費
税
を
納
税
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。


